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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成21年８月13日に提出いたしました第16期第２四半期（自　平成21年４月１日　至　平成21年

　６月30日）に係る四半期報告書の記載内容を訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出する

　ものであります。

 

２【訂正事項】

　第一部　【企業情報】

　　第４　【提出会社の状況】

　　　１　【株式等の状況】

　　　　（2）【新株予約権等の状況】

　

３【訂正箇所】

　訂正箇所には、下線を付して表示しております。

　

　第一部　【企業情報】

　　第４　【提出会社の状況】

　　　１　【株式等の状況】

　　　　（2）【新株予約権等の状況】
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【訂正前】

　
　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況の内容は

　　次のとおりであります。

　（平成15年８月18日発行　第１回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） ２

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

24

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

13,542

新株予約権の行使期間
平成15年８月18日から
平成25年８月17日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格      13,542
資本組入額　 　6,771

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込金額を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり発行価額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成16年３月10日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を３株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は162,500円から54,167円に、資本組

　　　　入額は81,250円から27,083円にそれぞれ調整されております。

　　　３　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は54,167円から13,542円に、資本組入

　　　　額は27,083円から6,771円にそれぞれ調整されております。
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　（平成16年９月22日発行　第２回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 92

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

368

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

130,801

新株予約権の行使期間
平成18年９月23日から
平成26年９月22日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       130,801
資本組入額      65,400

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は523,201円から130,801円に、資本組

　　　　入額は261,600円から65,400円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年４月27日発行　第３回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

552

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

607,813

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       607,813
資本組入額     303,906

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株引受権の権利行使により発行する株式の行使価格は2,431,252円から607,813円に、資本

　　　　組入額は1,215,626円から303,906円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年10月28日発行　第３回－２新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） １

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

４

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

462,735

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       462,735
資本組入額     231,367

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。

 

EDINET提出書類

株式会社オプト(E05374)

訂正四半期報告書

10/22



　（平成18年４月12日発行　第５回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 420

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

420

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

713,000

新株予約権の行使期間
平成20年３月31日から
平成28年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       713,000
資本組入額     356,500

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込価格を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権、平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く）を行

　　　　う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

　　　　る。その他、新株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が、払込金額を下回る場合に限

　　　　る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、資本減少を行う場合等、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする

　　　　場合には、必要かつ合理的な範囲で、払込金額及び新株予約権の目的となる株式の数は適切に調整される

　　　　ものとする。
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【訂正後】

　

　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況の内容は

　　次のとおりであります。

　（平成15年８月18日発行　第１回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） ２

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

24

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

13,542

新株予約権の行使期間
平成15年８月18日から
平成25年８月17日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格      13,542
資本組入額　 　6,771

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により

　　　　調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後払込金額　＝ 調整前払込金額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、払込金額を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約

　　　　権等の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整によ

　　　　り生ずる１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発

　　　　行価額が、払込金額を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整さ

　　　　れるものとする。

　
調整後払込金額　＝

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり発行価額

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前払込金額

　 調整後払込金額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び払込金額の調整を行う。

　　　２　平成16年３月10日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日付で１株を３株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は162,500円から54,167円に、資本組

　　　　入額は81,250円から27,083円にそれぞれ調整されております。

　　　３　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は54,167円から13,542円に、資本組入

　　　　額は27,083円から6,771円にそれぞれ調整されております。
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　（平成16年９月22日発行　第２回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 92

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

368

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

130,801

新株予約権の行使期間
平成18年９月23日から
平成26年９月22日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       130,801
資本組入額      65,400

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

      いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

      し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

      ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

      はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

      の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

      株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

      割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

      相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額（以下、「行使価

　　　　額」という。）を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものと

        する。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び行使価額の調整を行う。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は523,201円から130,801円に、資本組

　　　　入額は261,600円から65,400円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年４月27日発行　第３回－１新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 138

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

552

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

607,813

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       607,813
資本組入額     303,906

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額（以下、「行使価

　　　　額」という。）を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び行使価額の調整を行う。

　　　２　平成17年５月20日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を４株に分割いたしました。

　　　　これにより、新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価額は2,431,252円から607,813円に、資本

　　　　組入額は1,215,626円から303,906円にそれぞれ調整されております。
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　（平成17年10月28日発行　第３回－２新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） １

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

４

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

462,735

新株予約権の行使期間
平成19年３月31日から
平成27年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       462,735
資本組入額     231,367

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額（以下、「行使価

　　　　額」という。）を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び行使価額の調整を行う。
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　（平成18年４月12日発行　第５回新株予約権）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個） 420

新株予約権のうち自己新株予約権
の数（個）

─

新株予約権の目的となる株式の種
類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

420

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

713,000

新株予約権の行使期間
平成20年３月31日から
平成28年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額（円）

発行価格       713,000
資本組入額     356,500

新株予約権の行使の条件

（１）行使条件

　　①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者につ

　　　いて新株予約権の要項に定める消却事由が発生していないことを条件と

　　　し、消却事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。

　　　ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りで

　　　はない。

　　②本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権

　　　の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される

　　　株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の部分について株式は

　　　割り当てられないものとする。

（２）相続

　　　権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を

　　　相続するものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

─
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（注）１　新株予約権発行日後において、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、払込金額（以下、「行使

　　　　価額」という。）を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　
調整後行使価額　＝ 調整前行使価額　×

1

　 分割・併合の比率

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　 調整後株式数　＝ 調整前株式数　× 分割・併合の比率

　　　　　また、新株予約権発行日後において、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分（新株予約権等

　　　　の行使による場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ず

　　　　る１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権等（その権利行使により発行される株式の発行価額

　　　　が、時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて行使価額は調整されるものと

　　　　する。

　
調整後
行使価額　

＝
調整前
行使価額

×
既発行
株式数　 ＋

新発行株式数×１株当たり発行価額

　 新株式発行前の時価

　 既発行株式数＋新発行株式数

　　　　　この場合、新株予約権の目的となる株式の数を次の算式により調整するものとし、調整により生じる１

　　　　株未満の端数は切り捨てる。

　
調整後株式数　＝ 調整前株式数　×

調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　　　　上記の他、新株予約権発行日後において、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割

　　　　を行う場合、その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権

　　　　の目的たる株式数及び行使価額の調整を行う。
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